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規則等の案の概要 

 

１ 規則等の案の題名 

  児童福祉法第 21条の６に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関す

る静岡市児童福祉法施行細則第 33条第２項に規定する費用に係る徴収基準等の一部改正

について（案） 

 

２ 改正しようとする規則等 

 ⑴ 児童福祉法第 21条の６に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関

する静岡市児童福祉法施行細則第 33条第２項に規定する費用に係る徴収基準 

⑵ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第 25条第 2項に規定する身体障害者又はその扶養

義務者から徴収する費用に係る徴収基準 

⑶ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第 16条第 2項に規定する知的障害者又はその扶養

義務者から徴収する費用に係る徴収基準 

 

３ 規則等を定める根拠となる法令の条項 

 ⑴ 静岡市児童福祉法等施行細則第 33条第２項 

 ⑵ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第 25条第２項 

 ⑶ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第 16条第２項 

 

４ 改正の趣旨 

静岡市では、やむを得ない事由により障害福祉サービス又は障害児通所支援を提供す

る措置を行った場合の利用者負担額について、上記２における徴収基準においてそれぞ

れ前年度の所得額に応じて徴収することを定めています。この度、令和２年度税制改正に

より、地方税法等の一部を改正する法律において、未婚のひとり親に対する所得控除が創

設され、個人住民税の非課税措置の対象についても未婚のひとり親まで拡大することと

なったことにより、未婚のひとり親へのみなし適用が意味をなさなくなります。 

静岡市では厚生労働省の算定の基礎（別紙２及び別紙３を参照）に準じて徴収基準を定

めているため、同様の内容となるように徴収基準の一部改正を行います。 

 

５ 規則等の案の内容 

 ⑴ 児童福祉法第 21条の６に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関

する静岡市児童福祉法施行細則第 33条第２項に規定する費用に係る徴収基準 

  （徴収基準の算定の基礎の変更） 

   未婚のひとり親へのみなし適用に係る記載部分の削除。 

⑵ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第 25条第 2項に規定する費用に係る徴収基準 
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 （徴収基準の算定の基礎の変更） 

  未婚のひとり親へのみなし適用に係る記載部分の削除。 

⑶ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第 16条第 2項に規定する費用に係る徴収基準 

（徴収基準の算定の基礎の変更） 

 未婚のひとり親へのみなし適用に係る記載部分の削除。 

 

６ 規則等を施行する時期（予定） 

令和３年 10月頃 
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